
 

 

「しょうぶちゃん」の商標使用取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、「しょうぶちゃん」の商標使用に関する要綱（（以下「要綱」という。）第

９条の規定に基づき、本件商標（（要綱第１条に規定する本件商標をいう。以下同じ。）の使

用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（使用許諾の申請） 

第２条 使用申請者（要綱第２条に規定する使用申請者をいう。以下同じ。）は、要綱第２

条第１項の規定により、「しょうぶちゃん」商標使用許諾申請書（別記様式第１号）を旭

区長（以下「区長」という。）に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には使用品（（本件商標を使用する対象とする物をいう。以下同じ。）の見本

を添付しなければならない。ただし、見本を添付できない場合は、使用品が確認できる写

真等を添付するものとする。 

（使用許諾の通知等） 

第３条 区長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当

であると認めるときは、「しょうぶちゃん」商標使用許諾通知書（（別記様式第２号。以下「使

用許諾通知書」という。）により通知するものとする。 

２ 区長は、前条の規定による申請の内容が要綱第４条の規定に該当すると認めるときは、

「しょうぶちゃん」商標使用不許諾通知書（（別記様式第３号）により通知するものとする。 

（使用上の遵守事項） 

第４条 使用者（（要綱第３条第３項に規定する使用者をいう。以下同じ。）は、要綱及びこの

要領に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）使用品に使用した商標の画像等のデータについては（（作成者等に了解を得たうえで）、

旭区役所が行う広報に使用する範囲での無償使用に同意すること。 

（２）使用に際して、（「旭区マスコットキャラクター しょうぶちゃん」を、使用品に明示す

ること。ただし、使用品に明示することが困難なものについては、区長と協議の上、代替

措置を執ること。 

（３）関係法令を遵守し、商標権の喪失を招くことのないように努めること。 

（４）第三者が本件商標を侵害し、または侵害しようとしている事実を発見した場合は、直

ちに区長に連絡すること。 

（５）第三者との係争、審判、訴訟等について、区長に協力して対処し、具体的措置の方法、

費用負担等については、その都度両者協議して決定すること。 

（６）使用者は、本件商標を付した使用品の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これ

に対し全責任を負い、区長に迷惑を及ぼさないよう処理すること。 

（７）区長から要請があった場合は、本件商標の使用実態を報告し、または使用品を提出す

ること。 

（８）使用者が、本件商標の使用に際して、故意または過失により区に損害を与えた場合、

これによって生じた損害を区長に賠償すること。 

（許諾事項の変更） 

第５条 使用者は、使用許諾を受けた事項に変更が生じるときは、「しょうぶちゃん」商標使



 

 

用許諾変更申請書（別記様式第４号）に使用許諾通知書を添えて区長に提出し、改めて変

更後の使用許諾を受けなければならない。 

（使用許諾変更通知） 

第６条 区長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認

めるときは、「しょうぶちゃん」商標使用許諾変更通知書（（別記様式第５号。以下「変更許

諾通知書」という。）により通知するものとする。 

２ 第３条第２項の規定は、前条の規定による変更の申請があった場合について準用する。 

（使用中止の届出） 

第７条 使用者は、本件商標を使用する必要がなくなったときは、「しょうぶちゃん」商標使

用中止届（別記様式第６号）に使用許諾通知書(変更があったときは変更許諾通知書)を添

えて、区長に提出しなければならない。 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。 

 

附 則 

この要領は、令和７年７月１日から施行する。 

  



 

 

別 記 

様式第１号(第２条関係) 

年  月  日   

 旭区長    様 

「しょうぶちゃん」商標使用許諾申請書 

住所(〒   －    ) 

 

団体等の名称(個人の場合は名前) 

                            

代表者 

担当者 (℡) (FAX) 

E-mail： 

☐ 
上記の団体および個人について暴力団、暴力団員と一切関係ないことを誓約し、求めに応じて役員名簿の

提出を行い、区長が本申請書と共に調査のため警察署に提出することに同意する。また、暴力団と関係が

あった場合、区長の商標使用許諾の取消しに応じます。 

 

 

「しょうぶちゃん」商標の使用について、次のとおり申請します。 

使 用 す る デ ザ イ ン 

（該当する項目をチェック） 

□ 図形のみ    □ 写真のみ 
□ 図形と写真の両方 

使 用 目 的  

使 用 品 の 名 称  

製 作 予 定 数  

使 用 期 間     年  月  日 ～    年  月  日 

過去の商標使用許諾番号 

(該当する場合のみ) 
 

備 考  

  

添付書類 (1)（使用品の見本(見本が添付できない場合は写真等) 

(2)（団体等の概要書(URL 記載時は不要、URL がない場合はパンフレット等)（ 

 

  



 

 

様式第２号(第３条関係) 

大旭企許諾第    号 

年  月  日   

住所 (〒   －    ) 

 

 

団体等の名称(個人の場合は名前) 

   （団体等場合は代表者名） 

                   様 

旭区長        

 

「しょうぶちゃん」商標使用許諾通知書 

 

年  月  日付けで申請があった商標登録番号第 5689398 号及び第 5689399 号の

商標権について、次のとおり使用権を設置することを許諾します。 

使 用 す る デ ザ イ ン 

（該当する項目をチェック） 

□ 図形のみ    □ 写真のみ 

□ 図形と写真の両方 

使 用 目 的 申請書に記載のとおり 

使 用 品 の 名 称  

製 作 予 定 数  

使 用 期 間     年  月  日 ～    年  月  日 

備 考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

使用上の遵守事項 

 

（１）「旭区マスコットキャラクター しょうぶちゃん」を、使用品に明示すること。ただ

し、使用品に明示することが困難なものについては、区長と協議の上、代替措置を執る

こと。 

（２）関係法令を遵守し、商標権の喪失を招くことのないように努めること。 

（３）第三者が本件商標を侵害し、または侵害しようとしている事実を発見した場合は、直

ちに区長に連絡すること。 

（４）第三者との係争、審判、訴訟等について、区長に協力して対処し、具体的措置の方

法、費用負担等については、その都度両者協議して決定すること。 

（５）使用者は、本件商標を付した使用品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、こ

れに対し全責任を負い、区長に迷惑を及ぼさないよう処理すること。 

（６）区長から要請があった場合は、本件商標の使用実態を報告し、または使用品等を提出

すること。 

（７）使用者が、本件商標の使用に際して、故意または過失により区に損害を与えた場合、

これによって生じた損害を区長に賠償すること。 

（８）本件商標の使用許諾を受けた事項を変更する場合は、「しょうぶちゃん」商標使用許

諾変更申請書(別記様式第４号)に本書を添えて区長に提出すること。 

（９）本件商標を使用する必要がなくなったときは、「しょうぶちゃん」商標使用中止届(別

記様式第６号)に本書を添えて区長に提出すること。 

（10）使用に当たっては、類似デザインの商標登録の有無について、当該個別分類ごとに商

標調査を行うこと。 

（11）その他本件商標の使用に関する規定に違反する行為を行わないこと。 

（12）使用許諾の条件 

 

  



 

 

様式第３号(第３条第２項関係) 

大旭企許諾第    号 

年  月  日   

 住所(〒   －    ) 

 

 

団体等の名称(個人の場合は名前) 

   （団体等場合は代表者名） 

                   様 

 

旭区長        

 

「しょうぶちゃん」商標使用不許諾通知書 

 

年  月  日付けで申請のありました「しょうぶちゃん」商標使用許諾申請に

ついては、次の理由により許諾しませんので通知します。 

 

記 

 

許諾しない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第４号(第５条関係) 

年  月  日 

旭区長    様 

「しょうぶちゃん」商標使用許諾変更申請書 

住所(〒   －    ) 

 

団体等の名称(個人の場合は名前) 

                            

代表者 

担当者 (℡) (FAX) 

E-mail 

  

 下記のとおり使用許諾を受けた事項について変更したいので、申請します。 

 

記 

 

使用許諾番号   

使用品の名称   

変更する事項 
□（使用するデザイン  □（使用目的     □（名称  

□（製作予定数     □（その他 

変更する内容 

現  

新  

変更の理由   

備   考   

 

添付書類 

「しょうぶちゃん」商標使用許諾通知書 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第５号(第６条関係) 

大旭企許諾第    号 

年  月  日 

 住所(〒   －    ) 

 

 

団体等の名称(個人の場合は名前) 

   （団体等場合は代表者名） 

                   様 

 

旭区長      

 

「しょうぶちゃん」商標使用許諾変更通知書 

  

  

  年  月  日付け大旭企許諾第   号で通知した商標登録番号第 5689398 号

及び第 5689399 号の商標権に係る使用許諾を、次のとおり変更するので通知します。 

 

記 

 

使用許諾番号   

使用品の名称   

変更する事項 
□（使用するデザイン  □（使用目的     □（名称  

□（製作予定数     □（その他 

変更する内容 

現  

新  

変更の理由   

備   考   

 

  



 

 

使用上の遵守事項 

 

（１）「旭区マスコットキャラクター しょうぶちゃん」を、使用品に明示すること。ただ

し、使用品に明示することが困難なものについては、区長と協議の上、代替措置を執る

こと。 

（２）関係法令を遵守し、商標権の喪失を招くことのないように努めること。 

（３）第三者が本件商標を侵害し、または侵害しようとしている事実を発見した場合は、直

ちに区長に連絡すること。 

（４）第三者との係争、審判、訴訟等について、区長に協力して対処し、具体的措置の方

法、費用負担等については、その都度両者協議して決定すること。 

（５）使用者は、本件商標を付した使用品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、こ

れに対し全責任を負い、区長に迷惑を及ぼさないよう処理すること。 

（６）区長から要請があった場合は、本件商標の使用実態を報告し、または使用品等を提出

すること。 

（７）使用者が、本件商標の使用に際して、故意または過失により区に損害を与えた場合、

これによって生じた損害を区長に賠償すること。 

（８）本件商標の使用許諾を受けた事項を変更する場合は、「しょうぶちゃん」商標使用許

諾変更申請書(別記様式第４号)に本書を添えて区長に提出すること。 

（９）本件商標を使用する必要がなくなったときは、「しょうぶちゃん」商標使用中止届(別

記様式第６号)に本書を添えて区長に提出すること。 

（10）使用に当たっては、類似デザインの商標登録の有無について、当該個別分類ごとに商

標調査を行うこと。 

（11）その他本件商標の使用に関する規定に違反する行為を行わないこと。 

（12）使用許諾の条件 

  



 

 

様式第６号(第７条関係) 

年  月  日   

 旭区長    様 

「しょうぶちゃん」商標使用中止届 

 

住所(〒   －    ) 

 

企業、団体等の名称(個人の場合は名前) 

                            

代表者 

担当者 (℡) (FAX) 

E-mail 

  

 下記の理由により、「しょうぶちゃん」商標を使用しないので、届け出ます。 

記 

使用許諾番号   

使用品の名称   

届出の理由 

 

 

 

 

備   考   

 


